
一戸剽告示第 ３４号

農地中間管ミ事業の推進に関する法律（平成 ２５ 年法律第 １０１号）附聡第 １１ 条第１

項に基づ く農業者等の協議を行い、 荳該協議の結果を取り まと めたので、同項の規定

によ り下記の とお りぬ表す る。

令和 ６年 ３お ２７日

１ 協議 の場 を設 けた ［萢域の 範回

記

一‾評ｙ長　 小Ｗ 寺　美

一戸 ・＼日浪打地区 ／ｊヽ友 地［‾瓦

女鹿 地［‾瓦 ／ｊ ヽ鳥 さ・ 小繋 地［‾无

平糠丿庖ド 奥中 口」 地［‾瓦

姉帯 地区

２　 協議の結果を れり まと めた 年ブ１日

令和 ６年 ３大１２７日

３　 ］対 象地 ［‾瓦の 現状

別紙 「地 域農 業マ スタ ープ ラン （実 質化 され た人 ・農 尨フ ラン ）」 のと おり

４　 対象地「‾瓦のほ題

ＳＩ」紙 「七胤農 業マ スタ ープ ラン 「実 質化 され た人 ・農 」吏 プラ ン） 」の とおり

５　 対象麑区内におけ る中 心ヽ 経営体への農地の集約化に 関する方針

別紙 「尨城農業マスタ ープラン （実質化 された人 ・農地プラン）」 のと おり

６　 方針 を実現す るた めに 必要 な取組に 関す る方針

別紙 「麑城農業マ スタ ープラン （実質化 された人 ・農地プラン）」 のと おり

７　 今後 の地域の 中む とな る経営体 の状況

ＳＩ」紙 「竟城農業マスタ ープラン （実質化 された人 ・農逖プラン）」 のと おり


